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腹日時・期間　 複場所　 覆対象　 淵内容　 弗持ち物　 払定員　 沸費用　 仏申し込み　 物問い合わせ

申
請
か
ら
介
護
サ
ー
ビ
ス

利
用
ま
で
の
流
れ

覆
65
歳
以
上
の
方
ま
た
は
40
歳
か

ら
64
歳
ま
で
の
方
で
特
定
疾
病
が

原
因
で
介
護
や
支
援
が
必
要
な
状

態
と
な
っ
た
方

①
申
請

　
長
寿
介
護
課
へ
申
請
（
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ

ャ
ー
な
ど
の
代
行
可
）。

②
審
査
・
判
定

　
要
介
護
認
定
調
査
員
が
ご
自
宅

を
訪
問
し
、
心
身
の
状
態
な
ど
に

つ
い
て
聞
き
取
り
調
査
を
行
い
ま

す
。
ま
た
、
市
か
ら
主
治
医
に
意

見
書
の
作
成
を
依
頼
し
、
そ
れ
ら

の
結
果
を
も
と
に
、
医
療
・
保
健

・
福
祉
の
専
門
家
で
構
成
す
る
介

護
認
定
審
査
会
が
本
人
の
状
態
を

審
査
し
、
要
介
護
状
態
区
分
の
い

ず
れ
か
ま
た
は
非
該
当
の
判
定
を

行
い
ま
す
。

③
結
果
通
知

　
原
則
と
し
て
、
申
請
か
ら
３0
日

以
内
に
市
か
ら
認
定
結
果
通
知
書

を
郵
送
し
ま
す
。
ま
た
、
認
定
さ

れ
た
方
に
は
、
結
果
が
記
載
さ
れ

た
保
険
証
を
同
封
し
ま
す
。

④
ケ
ア
プ
ラ
ン
作
成

　
ケ
ア
プ
ラ
ン
と
は
介
護
サ
ー
ビ

ス
の
種
類
や
内
容
を
決
め
た
計
画

書
の
こ
と
で
す
。
要
介
護
１
～
５

と
認
定
さ
れ
た
方
は
、
配
布
す
る

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
一
覧

の
中
か
ら
事
業
者
を
選
択
し
、
ケ

ア
プ
ラ
ン
の
作
成
を
依
頼
し
て
く

だ
さ
い
。
要
支
援
１
・
２
と
認
定

さ
れ
た
方
は
、
担
当
す
る
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
か
ら
連
絡
が
あ

り
ま
す
の
で
、
介
護
予
防
ケ
ア
プ

ラ
ン
の
作
成
を
依
頼
し
て
く
だ
さ

い
。⑤

サ
ー
ビ
ス
を
利
用

　

サ
ー
ビ
ス
の
内
容
を
決
定
後
、

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
利
用
の
契
約

を
行
い
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
に
基
づ
い

て
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
ま
す
。
サ

ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
際
は
、
原
則

と
し
て
費
用
の
１
割
～
３
割
の
い

ず
れ
か
を
利
用
者
が
負
担
し
ま
す
。

※
在
宅
で
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る

場
合
、
要
介
護
度
に
応
じ
て
１
カ

月
に
利
用
で
き
る
金
額
に
上
限
が

設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
限
度
額
を

超
え
て
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
分

は
、
全
額
利
用
者
が
負
担
す
る
こ

と
と
な
り
ま
す
。

　
６５
歳
以
上
の
方
の　
　
　
　

　
　
　
　
　
介
護
保
険
料

　
介
護
保
険
は
、
国
・
県
・
市
が

負
担
す
る
「
公
費
」
と
と
も
に
、

皆
さ
ん
が
納
め
る
「
保
険
料
」
を

財
源
と
し
て
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
制
度
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
負
担

し
あ
い
、
社
会
全
体
で
制
度
を
支

え
る
し
く
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。

の
課
税
状
況
や
所
得
に
応
じ
た
負

担
に
な
る
よ
う
に
、
１0
段
階
に
分

け
て
設
定
し
て
い
ま
す
（
表
１
）。

※
40
歳
か
ら
64
歳
ま
で
の
方
の
保

険
料
は
、
加
入
し
て
い
る
医
療
保

険
の
算
定
方
式
を
基
本
と
し
て
決

め
ら
れ
ま
す
。

低
所
得
者
へ
の
保
険
料
減
額

　
１0
月
か
ら
消
費
税
率
が
引
き
上

げ
ら
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
低
所
得

者
へ
の
負
担
軽
減
と
し
て
、
第
１

～
３
段
階
の
保
険
料
額
が
減
額
さ

れ
ま
し
た
（
表
２
）。

　
１0
月
か
ら
消
費
税
率
が
引
き
上

げ
ら
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
低
所
得

者
と
３
歳
未
満
の
子
ど
も
が
い
る

世
帯
の
消
費
に
与
え
る
影
響
を
緩

和
す
る
こ
と
な
ど
を
目
的
に
プ
レ

ミ
ア
ム
付
商
品
券
（
プ
レ
ミ
ア
ム

率
２5
パ
ー
セ
ン
ト
）
の
販
売
を
行

い
ま
す
。

　
ま
た
、
こ
の
商
品
券
は
、
１0
月

か
ら
令
和
２
年
３
月
（
予
定
）
の

間
、
市
内
取
扱
店
舗
で
使
用
で
き

ま
す
。

　
購
入
の
方
法
な
ど
は
、
詳
細
が

決
ま
り
次
第
、
広
報
や
し
お
や
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

　
な
お
、
商
品
券
の
取
扱
店
舗
の

募
集
に
つ
い
て
は
、
７
月
頃
に
別

途
お
知
ら
せ
す
る
予
定
で
す
。

介
護
保
険
制
度
の
お
知
ら
せ

　
介
護
保
険
は
介
護
が
必
要
な
状
態
に
あ
る
高
齢
者
と
そ
の
家
族
を
社
会
全
体
で
支
え
る
社
会
保
険
制
度
で
す
。公

　費

保
険
料

23％

27％
40~64歳の人
の保険料

この分を
65歳以上の
みなさんで
負担します

50％

■介護保険の財源
　（利用者負担を除く）

　
65
歳
以
上
の
方
の
介
護
保
険
料

は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
用
が
ま
か

な
え
る
よ
う
に
算
出
さ
れ
た
「
基

準
額
」（
左
下
「
基
準
額
の
決
め

方
」）
を
も
と
に
決
ま
り
ま
す
。

　
市
で
は
、
こ
の
「
基
準
額
」
を

も
と
に
、
本
人
と
世
帯
の
住
民
税

【表 １】介護保険料表
◎介護保険料の個別通知書は、6月中旬に郵送します。
所得段階 内　容 保険料年額

第 １段階

・生活保護を受給している方
・�世帯全員が住民税非課税で、本人が老齢福祉年
金を受給している方
・�世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金
額＋課税年金収入額が80万円以下の方

2１,700円
(基準額×0.375)

第 2 段階 ・�世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金
額＋課税年金収入額が80万円超１20万円以下の方

33,200円
(基準額×0.575)

第 3 段階 ・�世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金
額＋課税年金収入額が１20万円を超える方

4１,900円
(基準額×0.725)

第 4 段階
・�世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人
は住民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税
年金収入額が80万円以下の方

52,１00円
(基準額×0.90)

第 5 段階
・�世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人
は住民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税
年金収入額が80万円を超える方

57,900円
(基準額)

第 ６ 段階 ・�本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が１20
万円未満の方

６9,400円
(基準額×１.20)

第 7 段階 ・�本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が１20
万円以上200万円未満の方

72,300円
(基準額×１.25)

第 8 段階 ・�本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200
万円以上300万円未満の方

8６,800円
(基準額×１.50)

第 9 段階 ・�本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が300
万円以上400万円未満の方

92,６00円
(基準額×１.６0)

第１0段階 ・�本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が400
万円以上の方

１0１,300円
(基準額×１.75)

八潮市で
必要な介護
サービスの
総費用

八潮市に
住む

65歳以上の
方の人数

65歳以上の
方の負担分
２３％

八潮市の
保険料の
基準額
5７,900円
（年額）

× ÷ ＝

平成
30年度

平成
3１年度

第 １段階 2６,000円 2１,700円

第 2段階 37,６00円 33,200円

第 3段階 43,400円 4１,900円

〈

〈
〈

〈

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券

事
業
の
お
知
ら
せ

購入対象者 購入限度額

平成3１年 １ 月 １ 日時点で住民登録があり、平成3１年度の市民税
（均等割）が非課税である方
（�課税者と生計同一の配偶者・扶養親族、生活保護受給者などは
除く）

20,000円※
（使用可能額�25,000円）

3歳未満の子どもがいる世帯の世帯主で、次の①～③に該当す
る方

　①�令和元年 ６月 １日時点で住民登録があり、平成28年 4 月 2
日から令和元年 ６月 １日までに出生した子が属する世帯主

　②�令和元年 7月3１日時点で住民登録があり、令和元年 ６月 2
日から 7月3１日までに出生した子が属する世帯主

　③�令和元年 9月30日時点で住民登録があり、令和元年 8月 １
日から 9月30日までに出生した子が属する世帯主

20,000円※
（使用可能額�25,000円）

×
子どもの人数

※�１ セット4,000円（券面額５,000円）を ５セットまで購入できます

物
商
工
観
光
課
☎
奮
８
０
３

物
長
寿
介
護
課
☎
奮
４
４
３

〇基準額の決め方 【表 2】


